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１   学校の沿革 

昭和 18 年  4 月  広島市加古町に消防訓練所（警察部内）を設置 
昭和 23 年  4 月  広島県警察部から独立し、広島市霞町に消防学校を設置 
昭和 31 年 11 月  県庁舎の新築に伴い広島市中区基町に移転 
昭和 34 年 10 月  広島市西区観音新町四丁目に校舎を建設し移転 
昭和 47 年  4 月  派遣職員制度を創設（広島市消防局から一人の派遣）  
昭和 57 年  4 月  現在地に校舎を建設し移転 
平成 3 年  3 月  水難救助訓練施設（プール）竣工 
平成 26 年  3 月  実践的消火訓練施設及びガレキ救助訓練施設竣工 
令和 2 年  8 月  屋内訓練場耐震改修 
令和 3 年  1 月  本館及び寮棟耐震改修 
令和 5 年  3 月  土砂災害対応訓練施設竣工 

２   組織及び職員数（令和８年４月１日現在） 

（１） 組  織                                                     　　　　                                            
           校　　長           教頭(兼)総務課長                総　務　課 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 教　務　課 

 
（２） 職員数 

                                                                            （単位：人） 

※　（  ）は県内消防本部からの派遣職員数（内数）であり、その内訳は広島市消防局２人、 

　　　　呉市消防局１人、三原市消防本部1人、東広島市消防局１人、廿日市市消防本部１人、府中

町消防本部１人、福山地区消防組合消防局１人である。 

 

３   施設の概要 

（１）土　地     実測面積　３６，８８０．２０㎡ 

              　    　（平地部 ２９，２７６．２５㎡　　法　面　７，６０３．９５㎡） 

  

（２）建　物   　建築面積　４，０９５．９５㎡　　延面積　７，３６０．０６㎡  

本   　 館（２階建）　　　　 　　建築面積  1,283.53 ㎡   延面積　2,222.50㎡ 

学　生　寮（３階建） 　　　　　　建築面積    837.81㎡   延面積　2,074.59㎡ 

（２７室、収容可能人数 １３５人） 

 
区分 校長

教頭(兼)

総務課長
課長 教諭 主査 主任

主任 
(エルダー)

舎監 計

 
総務課 １ １ １ １ １ ５

 
教務課

１
（１）

９
（７）

２
１２
（８）

 
計 １ １

１
（１）

９
（７）

１ １ １ ２
１７
（８）
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           屋内訓練場（平屋一部２階建）    建築面積    949.56㎡　 延面積　1,043.51㎡　 

           訓　練　塔（地上８階地下１階）  建築面積　  142.46㎡　 延面積    756.00㎡  

実践的消火訓練施設 （地上４階） 建築面積    190.59㎡   延面積　  571.46㎡ 

車庫、その他               　   建築面積　  692.00 ㎡　 延面積    692.00㎡ 

           屋外訓練場（グラウンド）   　　 12,600.00㎡ 

　　　     水難救助訓練施設（プール）  　　25ｍ×12ｍ　 深さ1.1～5.0ｍ（約900ｍ3） 

ガレキ救助訓練施設              使用面積    300.00 ㎡ 

　土砂災害対応訓練施設　　　　　　使用面積　　 77.91 ㎡ 
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４  教育訓練の概要 

（１） 教育訓練の基本方針 
社会情勢の変化や技術の発展に的確に対応するために、住民から期待される水準を充たす消 

防に係る知識及び技能の効率的かつ効果的な修得を図り、もって適切公正、安全かつ能率的に

業務を遂行できるよう、消防職員及び消防団員の資質を高めることを教育基本方針とする。 
 
（２） 教育訓練の内容 

ア　教育訓練の種類 
　　　　　消防職員等に対する教育訓練の種類は、次表のとおりである。 

 

イ　消防職員に対する教育訓練 
消防職員に対する教育訓練の種類ごとの科・課程は、次表のとおりである。 

 教育訓練の種類 内　　　　　　　　　　容

 
初 任 教 育 新たに採用した消防職員のすべてに対して行う基礎的教育訓練

 
基 礎 教 育 任用後経験期間の短い消防団員に対して行う基礎的教育訓練

 
専 科 教 育

現任の消防職員及び主として基礎教育を修了した消防団員に対して行う特定の

分野に関する専門的教育訓練
 

幹 部 教 育 幹部及び幹部昇進予定者に対して行う消防幹部として一般的に必要な教育訓練

 
特 別 教 育 上記に掲げる教育訓練以外で、特別の目的のために実施する教育訓練

 区　　　分 目　　　　　　　　　的

 
初 任 教 育

新たに採用された消防職員及びこれに準ずる職員に対し、消防の使命と責
務を認識させるとともに、消防に関する基礎的な知識・技術を修得させる。
（内容は別表１のとおり）

 

　
　
　
　

専　
　

科　
　

教　
　

育

警 防 科
防災関係法令の専門的知識、災害対策に関する知識、各種災害事象に対する
基本的消防戦術、災害現場において適切・効果的な指揮ができる知識・技術
を修得させる。（内容は別表２のとおり）

 
特 殊 災 害 科

特殊物質に係る専門的知識、災害の態様に応じた消防活動要領、災害現場に
おける適切・効果的な消防戦術の指揮技術等を修得させる。 

 
予 防 査 察 科

査察行政に関する知識・技術及び建築物、消防用設備等に関する知識・　　
技術を修得させる（行政指導、違反処理等についての考察を含む）。 
（内容は別表３,４のとおり）

 
危 険 物 科

危険物の性質、危険物規制等に関する知識・技術を修得させるとともに、予防技術検
定（危険物）の受検資格を取得させる。

 
火 災 調 査 科

火災の原因調査、損害調査、鑑識に関する知識・技術を修得させる。（特異
な火災事例に係る原因・損害査定等の考察、製造物責任法関連の事例研究を
含む。）

 
救 急 科

救急隊員の資格を取得させるとともに、さらに高度な応急処置等に必要な
専門的な知識・技術を修得させる。（内容は別表５のとおり）

 
救 助 科

救助技術に関する知識・技術を修得させるとともに、困難で苛酷な状況下で
も必ず救助するという不屈の精神力、旺盛な士気及び強靭な体力を養成す
る。（内容は別表６のとおり）

ー 3 ー



　　　　　※令和８年度に実施しない教育訓練については、別表を掲載していない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 区　　　分 目　　　　　　　　　的

幹 

部 

教 

育

上 級 幹 部 科
上級幹部（主として消防司令長以上）としての責務、事務管理・指導能力等

に関する知識・技術を修得させる。

 

中 級 幹 部 科
中級幹部（主として消防司令級）としての責務、事務管理・指導能力等に関

する知識・技術を修得させる。

 

初 級 幹 部 科
初級幹部（主として消防司令補級）としての責務、事務管理・指導能力等に

関する知識・技術を修得させる。（内容は別表７のとおり）

 

特　
　

別　
　

教　
　

育

救 急 救 命 士 

教 育

【スキルアップコース】 

救急救命士の再教育の一環として、県ＭＣ協議会が策定した「プロトコ

ル」の内容等を総合的に理解させ、救急救命士としての知識・技術の向上を

図る。（内容は別表８のとおり） 

 

【リーダーシップコース】 

救急業務の指導者としての立場から、救急隊員教育のために必要な各種

教育を企画・運営する能力を修得させる。（内容は別表９のとおり）

 

通信指令教育
通信指令に関する専門的知識の向上と技能の習得を図る。 

（内容は別表10のとおり）

 
ビデオ硬性挿管

用喉頭鏡講習

救急現場において、気道確保法としてのビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた

気管挿管法を的確かつ安全に施行でき、事故発生時に適切に対処できる技

術を修得させる。（内容は別表11のとおり）

 
上級救助隊員 

コ ー ス

高度救助隊等の要件となる「人命救助に関する専門的かつ高度な技術・知

識」を修得させる。（内容は別表12のとおり）

 
ＪＰＴＥＣイン

ストラクターコ

ース

JPTEC プロバイダーコースで学んだ知識、技術を有することを前提に、病院

前救急医療の概念を理解し、指導に関する知識、技術を習得した指導者を育

成する。（内容は別表13のとおり）
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　ウ　消防団員に対する教育訓練の内容 
消防団員に対する教育訓練の種別毎の科及びその内容は、次表のとおりである。 

　　　　　※　令和８年度に実施しない教育訓練及び一日入校については、別表を掲載していない。 
 
 
 

 
区　　　分 目　　　　　　　　　的

 
基 礎 教 育

団員としての経験が概ね３年に満たず、消防学校における教育訓練を受講し

たことのない団員に対し、基礎的教育訓練を行う。

 

専

科

教

育

警 防 科 警防技術に関する知識・技術を修得させる。

 
機 関 科

消防用車両等の運行及び消防ポンプの運用に関する知識・技術を修得させる。

（内容は別表14のとおり）

 

幹

部

教

育

上 級 幹 部 科
上級幹部（団長、副団長級）としての責務、事務管理・指導能力等に関する

知識・技術を修得させる。（内容は別表15のとおり）

指 揮 幹 部 科

分団指揮課程
分団本部等で指揮を行うために必要な知識・技術を修得さ

せる。（内容は別表16のとおり）

 

現場指揮課程

消火、救助、避難誘導、災害情報の収集伝達等、現場指揮者

として必要な知識・技術を修得させる。（内容は別表17の

とおり）

 

初 級 幹 部 科
初級幹部（部長、班長級）に必要な知識・技術を修得させる。 
（内容は別表18のとおり）

特

別

教

育

訓練指導員科
消防団員に訓練礼式及びポンプ操法を指導する者に対し、より高度な指導技

術を修得させる。（内容は、別表19（１、２）のとおり）

 

一 日 入 校 訓練礼式、消防操法等、消防団員に必要な知識・技術を修得させる。
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教育訓練の体系は、次のとおりである。

 … 令和８年度実施予定の教育訓練

（３） 教育訓練の体系

初 任 教 育

警防科

特殊災害科
防火査察課程

予防査察科
専 科 教 育 消防用設備等課程

危険物科

火災調査科

消防職員教育 救急科

救助科

上級幹部科

幹 部 教 育 中級幹部科

初級幹部科

スキルアップコース
救急救命士教育

リーダーシップコース

通信指令教育
特 別 教 育

ビデオ硬性挿管用喉頭鏡講習

上級救助隊員コース

JPTECインストラクターコース

基 礎 教 育

警防科
専 科 教 育

機関科

消防団員教育
上級幹部科

分団指揮課程
幹 部 教 育 指揮幹部科

現場指揮課程
初級幹部科

県消防協会指導員

訓練指導員科 市町指導員
特 別 教 育

その他
一日入校

教
 
 
育
 
 
訓
 
 
練
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倫 理 4 学 校 職 員

法 学 基 礎 27 外来講師・学校職員 ○

消 防 組 織 制 度 14 学 校 職 員 ○

服 務 と 勤 務 23 外来講師・学校職員 ○

理 化 学 12 外 来 講 師 ○

予 防 広 報 20 学 校 職 員 ○

危 険 物 11 学 校 職 員 ○

消 防 用 設 備 14 学 校 職 員 ○

査 察 23 学 校 職 員 ○

建 築 14 外来講師・学校職員 ○

安 全 管 理 17 学 校 職 員 ○

特 殊 災 害 と 保 安 10 外 来 講 師 ○

火 災 防 ぎ ょ 34 学 校 職 員 ○

火 災 調 査 17 学 校 職 員 ○

防 災 22 外来講師・学校職員 ○

救 急 49 外来講師・学校職員 ○

消防機械器具・ポンプ・消防水利 19 学 校 職 員 ○

訓 練 礼 式 56 学 校 職 員 ○

消 防 活 動 訓 練 64 学 校 職 員 ○

救 助 訓 練 48 学 校 職 員 ○

機 器 取 扱 訓 練 56 学 校 職 員 ○

消 防 活 動 応 用 訓 練 98 学 校 職 員

校 外 研 修 11 外 部 講 師

体 育 53 外来講師・学校職員 ○

実 務 研 修 35 各 消 防 本 部

選 択 研 修 34 外来講師・学校職員

行 事 そ の 他 20 学 校 職 員

805

別表　１　　消防職員に対する初任教育

計

種目 教　　　科　　　目 時間数 講　　　　　　師 効果測定

基
　
礎
　
教
　
育

そ
の
他

実
　
　
務
　
　
教
　
　
育

実
科
教
育
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別表　２　　消防職員に対する専科教育（警防科）

教　　　　科　　　　目 時間数 講　　　　　　　　　師 効果測定

講 話 1 外 来 講 師

警 防 行 政 の 現 状 と 課 題 4 外 来 講 師

防 災 2 外 来 講 師

警 防 対 策 9 学 校 職 員

消 防 戦 術 と 安 全 管 理 14 外 来 講 師 ， 学 校 職 員 ○

図 上 訓 練 1 学 校 職 員

実 科 訓 練 23 外 来 講 師 ， 学 校 職 員

事 例 研 究 2 学 校 職 員

健 康 管 理 8 外 来 講 師

効 果 測 定 1 学 校 職 員

行 事 ・ そ の 他 5 学 校 職 員

計 70

別表　３　　消防職員に対する専科教育（予防査察科＜防火査察課程＞）

教　　　　科　　　　目 時間数 講　　　　　　　　　師 効果測定

講 話 1 学 校 職 員

予 防 査 察 行 政 の 現 状 と 課 題 4 外 来 講 師

消 防 同 意 6 学 校 職 員

査 察 23 外 来 講 師 ○

危 険 物 規 制 3 学 校 職 員

違 反 処 理 14 外 来 講 師 ○

査 察 違 反 処 理 実 習 6 外 来 講 師

事 例 研 究 8 学 校 職 員

効 果 測 定 2 学 校 職 員

行 事 ・ そ の 他 3 学 校 職 員

計 70

別表　４　　消防職員に対する専科教育（予防査察科＜消防用設備等課程＞）

教　　　　科　　　　目 時間数 講　　　　　　　　　師 効果測定

講 話 1 学 校 職 員

予 防 査 察 行 政 の 現 状 と 課 題 4 外 来 講 師

消 防 同 意 6 外 来 講 師 ○

査 察 15 外 来 講 師

設 備 規 制 事 務 21 学 校 職 員 ○

危 険 物 規 制 3 学 校 職 員

違 反 処 理 7 外 来 講 師 ○

事 例 研 究 8 学 校 職 員

効 果 測 定 2 学 校 職 員

行 事 ・ そ の 他 3 学 校 職 員

計 70
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別表　５　　消防職員に対する専科教育(救急科）

教　　　　科　　　　目 時間数 講　　　　　　　　　師 効果測定

救急業務及び救急医学の基礎 50 外 来 講 師 ○

応 急 処 置 の 総 論 77 外 来 講 師 ○

病 態 別 応 急 処 置 72 外 来 講 師 ○

特 殊 病 態 別 応 急 処 置 26 外 来 講 師 ○

実 習 及 び 行 事 等 52 外 来 講 師 ・ 学 校 職 員

計 277

別表　６　　消防職員に対する専科教育（救助科）

教　　　　科　　　　目 時間数 講　　　　　　　　　師 効果測定

講 話 1 外 来 講 師

安 全 管 理 21 学 校 職 員 〇

災 害 救 助 対 策 14 外 来 講 師

救 急 5 外 来 講 師

救 助 器 具 取 扱 訓 練 30 外 来 講 師

救 助 訓 練 29 外 来 講 師

総 合 訓 練 30 外 来 講 師

体 育 4 外 来 講 師

効 果 測 定 3 学 校 職 員

行 事 ・ そ の 他 3 学 校 職 員

計 140

別表　７　　消防職員に対する幹部教育（初級幹部科）

教　　　　科　　　　目 時間数 講　　　　　　　　　師 効果測定

講 話 1 外 来 講 師 ・ 学 校 職 員

訓 練 礼 式 1 学 校 職 員

消 防 時 事 6 外 来 講 師 ・ 学 校 職 員

消 防 財 政 1 外 来 講 師

人 事 業 務 管 理 13 外 来 講 師

安 全 管 理 10 外 来 講 師 ・ 学 校 職 員

現 場 指 揮 20 外 来 講 師 ・ 学 校 職 員

事 例 研 究 15 外 来 講 師 ・ 学 校 職 員

行 事 ・ そ の 他 3 学 校 職 員

計 70
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別表　８　消防職員に対する特別教育（救急救命士教育コース）【スキルアップコース】

時間数 講　　　　　　　　　師 効果測定

ス キ ル チ ェ ッ ク 1.5 学 校 職 員

シ ナ リ オ シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 訓 練 2.5 学 校 職 員

外傷（ Ｊ ＰＴＥＣプロバイダーコース） 7.5 外 来 講 師 ・ 学 校 職 員 ○

二 次 救 命 処 置 （ Ｉ Ｃ Ｌ Ｓ ） 6.5 外 来 講 師 ・ 学 校 職 員 ○

各 種 疾 患 対 応 ト レ ー ニ ン グ 7.5 外 来 講 師 ・ 学 校 職 員 　

小 児 救 急 対 応 ト レ ー ニ ン グ 3.5 外 来 講 師 ・ 学 校 職 員

病 院 前 分 娩 対 応 ト レ ー ニ ン グ 4 外 来 講 師 ・ 学 校 職 員

行 事 ・ そ の 他 4.5 学 校 職 員

37.5

別表　９　消防職員に対する特別教育（救急救命士教育コース）【リーダーシップコース】

時間数 講　　　　　　　　　師 効果測定

講 義 14 外 来 講 師

訓 練 企 画 ト レ ー ニ ン グ 7 外 来 講 師 ・ 学 校 職 員

多 数 傷 病 者 対 応 ・ Ｄ Ｍ Ａ Ｔ 訓 練 8 外 来 講 師 ・ 学 校 職 員

病 院 前 分 娩 対 応 ト レ ー ニ ン グ 6 外 来 講 師 ・ 学 校 職 員

Ｐ Ｏ Ｔ ト レ ー ニ ン グ 1 外 来 講 師 ・ 学 校 職 員

行 事 ・ そ の 他 1 学 校 職 員

37

別表　１０　　消防職員に対する特別教育（通信指令教育）

教　　　　科　　　　目 時間数 講　　　　　　　　　師 備　　考

通 信 指 令 総 論 1 学 校 職 員

課 題 討 議 1 学 校 職 員

通信指令員 に必要 な 医学的知 識 3 外 来 講 師 ・ 学 校 職 員

通 信 指 令 と 心 理 学 4 外 来 講 師 ・ 学 校 職 員

通 信 指 令 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 5 外 来 講 師 ・ 学 校 職 員

図 上 訓 練 4 外 来 講 師 ・ 学 校 職 員

口 頭 指 導 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 5 外 来 講 師 ・ 学 校 職 員

行 事 そ の 他 5 学 校 職 員

計 28

教　　　　科　　　　目

計

教　　　　科　　　　目

計
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別表　１１　　消防職員に対する特別教育（ビデオ硬性挿管用喉頭鏡講習）

教　　　　科　　　　目 時間数 講　　　　　　　　　師 備　　考

講義「ビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた
気 管 挿 管 に 必 要 な 知 識 」 1 外 来 講 師

講義「ビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた
気 管 挿 管 法 の 実 際 と 事 故 対 策 」 2 外 来 講 師

実技「人形等を用いた気管挿管シミュレーション」 3 外 来 講 師

効 果 測 定 ( 筆 記 試 験 ・ 実 技 試 験 ） 1 外 来 講 師 ○

計 7

別表　１２　　消防職員に対する特別教育（上級救助隊員コース）

教　　　　科　　　　目 時間数 講　　　　　　　　　師 備　　考

安 全 管 理 4 学 校 職 員

救 助 行 政 3 学 校 職 員

救 助 指 揮 4 外 来 講 師

Ｎ Ｂ Ｃ 災 害 4 外 来 講 師

瓦 礫 救 助 14 外 来 講 師

急 流 救 助 7 外 来 講 師

ロ ー プ レ ス キ ュ ー 7 外 来 講 師

ト レ ン チ レ ス キ ュ ー 7 外 来 講 師

総 合 訓 練 7 外 来 講 師

特 別 高 度 救 助 資 機 材 7 外 来 講 師

事 例 研 究 3 学 校 職 員

行 事 ・ そ の 他 3 学 校 職 員

計 70

別表　１３　　ＪＰＴＥＣインストラクターコース

教　　　　科　　　　目 時間数 講　　　　　　　　　師 備　　考

JPTEC イ ン ス ト ラ ク タ ー コ ー ス 7.5 外 来 講 師

計 7.5
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消防団員教育

別表　１４　　消防団員に対する専科教育（機関科）

教　　　　科　　　　目 時間数 講　　　　　　　　　師 備　　考

道 路 交 通 関 係 法 令 1 学 校 職 員

ポ ン プ 運 用 4 学 校 職 員

機 関 整 備 1 学 校 職 員

行 事 ・ そ の 他 1 学 校 職 員

計 7

別表　１５　　消防団員に対する幹部教育（上級幹部科）

教　　　　科　　　　目 時間数 講　　　　　　　　　師 備　　考

講 話 1 学 校 職 員

訓 練 礼 式 1 学 校 職 員

防 災 4 学 校 職 員

安 全 管 理 2 学 校 職 員

現 場 指 揮 2 学 校 職 員

行 事 ・ そ の 他 4 学 校 職 員

計 14

別表　１６　　消防団員に対する幹部教育（指揮幹部科（分団指揮課程））

教　　　　科　　　　目 時間数 講　　　　　　　　　師 備　　考

講 話 ・ 組 織 制 度 ・ 安 全 管 理 2 学 校 職 員

防 災 3 学 校 職 員

災 害 対 応 図 上 訓 練 2 学 校 職 員

事 例 研 究 2 外 来 講 師

行 事 ・ そ の 他 5 学 校 職 員

計 14

別表　１７　　消防団員に対する幹部教育（指揮幹部科（現場指揮課程））

教　　　　科　　　　目 時間数 講　　　　　　　　　師 備　　考

講 話 ・ 現 場 指 揮 ・ 安 全 管 理 1 学 校 職 員

火 災 防 ぎ ょ 訓 練 2 学 校 職 員

水 災 活 動 訓 練 2 学 校 職 員

救 助 ・ 救 命 訓 練 4 学 校 職 員

避 難 誘 導 訓 練 2 学 校 職 員

災 害 情 報 収 集 ・ 伝 達 訓 練 1 学 校 職 員

地 域 防 災 指 導 訓 練 1 学 校 職 員

行 事 ・ そ の 他 1 学 校 職 員

計 14
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別表　１８　　消防団員に対する幹部教育（初級幹部科）

教　　　　科　　　　目 時間数 講　　　　　　　　　師 備　　考

講 話 1 学 校 職 員

訓 練 礼 式 1 学 校 職 員

現 場 指 揮 3 学 校 職 員

防 災 2 学 校 職 員

防 災 指 導 要 領 2 学 校 職 員

安 全 管 理 2 学 校 職 員

行 事 ・ そ の 他 3 学 校 職 員

計 14

別表　１９　　消防団員に対する特別教育

    １    県消防協会指導員に対する教育

教　　　　科　　　　目 時間数 講　　　　　　　　　師 備　　考

講 話 2 学 校 職 員

訓 練 礼 式 3 学 校 職 員

安 全 管 理 1 学 校 職 員

ポ ン プ 操 法 11 学 校 職 員

行 事 ・ そ の 他 4 学 校 職 員

計 21

     ２    市町指導員に対する教育

教　　　　科　　　　目 時間数 講　　　　　　　　　師 備　　考

講 話 1 学 校 職 員

訓 練 礼 式 3 学 校 職 員

安 全 管 理 1 学 校 職 員

ポ ン プ 操 法 6 学 校 職 員

行 事 ・ そ の 他 3 学 校 職 員

計 14
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月

2
4

1
8

職
員

初
任
教
育
（
第
1
1
2
期
）

4
月

7
日

～
9
月

2
9
日

5
月

3
1

1
7

団
員

開
校

6
月

3
0

2
2

日
1

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1
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2

1
3

1
4

1
5
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6

1
7

1
8
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9
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0

2
1

2
2
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3

2
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5

2
6

2
7

2
8

2
9
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0

3
1

7
月

3
1

2
2

曜
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土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

8
月

3
1

1
8

職
員

初
任
教
育
（
第
1
1
2
期
）

9
月

2
9

1
8

団
員

団
）
県
指
導
員

休
校

★
ビ
デ
オ
喉
頭
鏡

合
計

1
7
6

1
1
5

日
1
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3
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5

6
7
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0
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8
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0

救
助
科
（
第
5
0
期
）

1
0
月

2
5

1
7

曜
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
1
0
月

7
日

～
1
1
月

4
日

1
1
月

4
3

初
任
教
育
（
第
1
1
2
期
）

合
計

2
9

2
0

初
級
幹
部
科
（
第
2
6
期
）

救
急
科
（
第
5
6
期
）

1
1
月

2
9

1
9

団
員

1
1
月

2
日

～
1
2
月

2
4
日

1
2
月

2
4

1
8

日
1

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2
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3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9
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0

3
1

合
計

5
3

3
7

曜
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

救
急
科
（
第
5
7
期
）

1
月

2
5

1
6

初
任
教
育
（
第
1
1
2
期
）

1
月

7
日

～
3
月

3
日

2
月

2
8

1
9

3
月

3
2

日
1

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

合
計

5
6

3
7

曜
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

予
防
査
察
科
（
第
1
2
期
）

初
任
教
育
（
第
1
1
2
期
）

1
1
月

9
日

～
1
1
月

2
0
日

1
1
月

1
2

1
0

休
校

開
校

休
校

休
校

　
警
防
科
（
第
1
7
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）
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3
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0
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1
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7

2
8
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9
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0

1
2
月

1
4
日

～
1
2
月

2
5
日

1
2
月

1
2

1
0

曜
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水

初
任
教
育
（
第
1
1
2
期
）

初
級
幹
部
科
(第
2
6
期
)

休
校

開
校

休
校

開
校

6
月

1
5
日

～
6
月

2
6
日

6
月

1
2

1
0

日
1

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
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1
6
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7

1
8

1
9
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0

2
1

2
2
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3

2
4
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5

2
6
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7
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8
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9
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0
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1

曜
木

金
土

日
月

火
水
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金

土
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火

水
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金
土
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月
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ー
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第
5
0
期
)

1
0
月

1
9
日

～
1
0
月

2
3
日

1
0
月

5
5
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＜
J
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T
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ー
コ
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＞

救
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命
士
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育
（
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ル
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）
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6
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令
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校
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金
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7
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4
月
2
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日
（
水
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祝
）
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5
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1
日
（
月
）
を
休
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と
す
る
。

曜
月

火
水

木
金

土
日

月
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土
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木
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土
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月
火

水
木

金
土

日
※
8
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0
日
（
月
）
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日
（
月
）
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日
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る
。

救
急
科
（
第
5
7
期
）

※
8
月
1
1
日
（
火
・
祝
）
を
開
校
日
と
し
、
8
月
1
4
日
(金
)を
休
校
日
と
す
る
。

上
級
救
助
隊
員
コ
ー
ス
（
第
7
期
）

開
校

※
9
月
1
4
日
（
月
）
を
休
校
日
と
し
、
9
月
2
7
日
（
日
）
を
開
校
日
と
す
る
。

団
員

開
校
休
校

機
関
科

※
9
月
2
3
日
（
水
・
祝
）
を
開
校
日
と
し
、
9
月
2
5
日
（
金
）
を
休
校
日
と
す
る
。

日
1

2
3

4
5

6
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8
9

1
0

1
1

1
2

1
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1
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1
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1
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1
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2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1
※
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月
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（
火
・
祝
）
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日
と
し
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1
月
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日
（
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）
を
休
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日
と
す
る
。

曜
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日
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1
日
（
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・
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）
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開
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日
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し
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2
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1
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日
（
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）
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と
す
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。

職
員
救
急
科
（
第
5
7
期
）

※
2
月
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3
日
（
火
・
祝
）
を
開
校
日
と
し
、
3
月
1
日
（
月
）
を
休
校
日
と
す
る
。

団
員
休
校

令
和
８
年
度
広
島
県
消
防
学
校
教
育
訓
練
日
程

　
　
　
消
防
職
員
教
育
の
日
程
等

団
）
市
町
指
導
員

団
）
市
町
指
導
員

救
急
救
命
士
教
育
(ﾘ
ｰ
ﾀ
ﾞｰ
ｼ
ｯ
ﾌ
ﾟ)

団
）
分
団
指
揮

団
）
現
場
指
揮

団
）
上
級

救
急
救
命
士
教
育
(ｽ
ｷ
ﾙ
ｱ
ｯ
ﾌ
ﾟ)

４ 月 5 月 6 月
職
員

7 月
職
員

8 月
職
員

9 月
職
員

1
0
月

職
員

1
1
月

職
員

1
2
月

職
員

1 月
職
員

2 月
職
員

3 月

８ 年 ９ 年

年
度
内
教
育
効
果
の
取
り
ま
と
め
及
び
次
年
度
教
育
準
備
等
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      (単位：人）

S23～H28 平成２９ 平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７

1948-2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 初任教育 6,199 116 141 138 120 98 111 79 95 100 7,197 

 警防課程 314 314 

 無線通信課程 506 506 

 警防科 42 18 17 16 12 105 

102 23 26 26 25 202 

 予防課程 452 452 

 危険物課程 127 127 

 査察課程 269 269 

 火災調査課程 433 433 

 予防査察課程 29 29 

 防火査察課程 138 15 15 14 13 195 

 消防用設備等課程 127 14 16 14 11 182 

106 19 16 15 15 14 185 

103 30 35 45 36 249 

 旧課程 1,677 1,677 

 救急Ⅰ課程 116 116 

 救急Ⅱ課程 1,131 1,131 

 救急標準課程 817 817 

 救急科 1,319 128 121 128 119 117 110 85 89 86 2,302 

 救助科 1,869 51 52 53 56 58 58 49 41 48 2,335 

 初級幹部科 668 17 - 14 18 717 

 中級幹部科  176 28 28 18 22 22 294 

 上級幹部科  0 

 水難救助課程 83 83 

 消防団教育担当 568 19 10 597 

 はしご自動車等の運用 142 142 

 一日入校 90 90 

 応急手当指導員講習 1,190 1,190 

 リレー研修 61 61 

385 385 

398 398 

360 360 

261 261 

496 91 63 33 57 59 60 61 57 59 1,036 

204 25 24 23 - 22 18 20 26 25 387 

18 18 14 50 

100 18 16 17 16 167 

36 19 17 18 17 107 

11 16 16 43 

その他 307 307 

21,419 543 507 460 451 424 466 402 411 415 25,498 

 基礎教育（普通教育） 1,120 1,120 

 警防科 509 509 

 予防科 338 338 

 機関科 463 15 23 21 55 - 41 45 38 41 742 

 初級幹部科 309 19 - 9 - 337 

 中級幹部科 104,484 104,484 

 初・中級幹部科 181 181 

 指揮幹部科（分団指揮課程） 99 48 40 50 - - 41 40 36 43 397 

 指揮幹部科（現場指揮課程） 50 23 20 42 25 - 38 34 37 35 304 

　※指揮幹部科（全課程修了） (11) (3) (9) (17) (5) - (14) (7) (15) (21) (102)

 上級幹部科 3,165 63 59 - 51 30 53 59 56 58 3,594 

 訓練指導員科 8,629 268 252 248 - 206 225 245 247 229 10,549 

 分団長級 309 309 
特別  一日入校 25,675 172 67 166 104 149 129 147 124 149 26,882 
教育  現地 161,354 161,354 

306,685 589 480 527 235 385 536 570 538 555 311,100 

 市町村職員等特別教育 710 710 

 自衛消防隊員特別教育 702 702 

 婦人防火クラブ 1,214 1,214 

2,626 2,626 

330,730 1,132 987 987 686 809 1,002 972 949 970 339,224 
※分団指揮課程（旧中級幹部科を含む。）と現場指揮課程を両方とも修了した者（内数）

注１　平成３０年度は、７月豪雨災害への対応のため、消防団員一日入校が一部中止となった。

注２　令和元年度は、新型コロナウイルス対応のため、救急救命士教育リーダーシップコースと消防団員上級幹部科が中止となった。

７　年度別教育訓練実績表

 特殊災害科

 危険物科

 火災調査科

 救急救命士再教育（JＰＴEＣ）
 救急救命士再教育（二次救命処置）

 気管挿管講習

 救急救命士再教育

 救急救命士教育

 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡講習
 多数傷病者訓練指導者養成コース

 現場指揮者養成教育

 上級救助隊員コース

JPTECインストラクターコース

小　　　　計

小　　　　計

小　　　　計

合　　　　　　　　　　計

注３　令和２年度は、新型コロナウイルス対応のため、消防職員初級幹部科、ビデオ硬性挿管用喉頭鏡講習、消防団初級幹部科、指揮幹部科
       （分団指揮課程）、訓練指導員科が中止となった。

注４　令和３年度は、新型コロナウイルス対応のため、消防団員機関科、指揮幹部科（分団指揮課程）（現場指揮課程）が中止となった。

注5　令和６年度は、受講希望者が少数のため、消防団員初級幹部科が中止となった。

累計

警
防
科

救
急
科

幹
部
教
育

専
科
教
育

特
別
教
育

一
般

消
　
　
　
防
　
　
　
職
　
　
　
員

専
　
　
科
　
　
教
　
　
育

予
防
科

特
別
教
育

消
　
防
　
団
　
員

幹
部
教
育

教 育 種 別
年　度
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広島県消防学校教育訓練規則

昭和五十七年三月三十一日

規則第十八号

広島県消防学校教育訓練規則をここに公布する。

広島県消防学校教育訓練規則

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 教育訓練(第三条―第十四条)

第三章 学校管理(第十五条―第二十七条)

第四章 雑則(第二十八条)

附則

第一章 総則

（趣旨）

第一条 広島県消防学校（以下「消防学校」という。）における市町の消防職員及び消

防団員（以下「消防職員等」という。）の教育訓練の実施に関しては、この規則の定

めるところによる。

（教育訓練の目的）

第二条 教育訓練は、社会情勢の変化や技術の発展に的確に対応するために、住民から期

待される水準を充たす消防に係る知識及び技能の効率的かつ効果的な修得を図り、もって

適切公正、安全かつ能率的に業務を遂行できるよう消防職員等の資質を高めることを目的

とする。

第二章 教育訓練

（教育訓練の種類）

第三条 教育訓練の種類は、消防職員に対するものにあっては初任教育、専科教育、幹部

教育及び特別教育とし、消防団員に対するものにあっては基礎教育、専科教育、幹部教育

及び特別教育とする。

２ 「初任教育」とは、新たに採用した消防職員のすべてに対して行う基礎的教育訓練

をいう。

３ 「基礎教育」とは、任用後経験期間の短い消防団員に対して行う基礎的教育訓練をい

う。

４ 「専科教育」とは、現任の消防職員及び主として基礎教育を修了した消防団員に対

して行う特定の分野に関する専門的教育訓練をいう。

５ 「幹部教育」とは、幹部及び幹部昇進予定者に対して行う消防幹部として一般的に

必要な教育訓練をいう。この場合において「幹部」とは、消防職員にあっては主とし

て消防司令補以上の階級にある者をいい、消防団員にあっては班長以上の階級にある

者をいう。

６ 「特別教育」とは、第二項から前項までに掲げる教育訓練以外の教育訓練で、特別

の目的のために行うものをいう。

（消防職員に対する初任教育）

第四条 消防職員に対する初任教育の到達目標は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 服務義務を理解し、職務意欲が旺盛で、住民の信頼を得られること。

二 警防隊員として、基本的な安全管理について理解し、自らの安全を確保し、災害現

場では隊長の命令に基づく基本的な活動ができること。

三 消防業務全般について概要を理解していること。

四 住民からの一般的な質問に応答できること。

（消防職員に対する専科教育）
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第五条 消防職員に対する専科教育は、警防科、特殊災害科、予防査察科、危険物科、火

災調査科、救急科及び救助科の種別ごとに行うものとする。

２ 消防職員に対する専科教育の到達目標は、次の各号に掲げる科の種別に応じ、当該

各号に定めるとおりとする。

一 警防科 次に掲げるもの

イ 警防業務の現状及び課題を理解していること。

ロ 防災関係法令に関する専門的知識及び災害対策に関する最新の知識を豊富に有し

ていること。

ハ 各種災害事象に対する基本的消防戦術を理解し、災害現場において部隊を適切か

つ効果的に指揮できること。

ニ 心身の健康管理に積極的に取り組めること。

二 特殊災害科 次に掲げるもの

イ 安全、適切かつ効果的な消防活動に必要な特殊物質に関する専門的知識を豊富に

有していること。

ロ 特殊かつ異様な災害への対応を含め、災害の態様に応じた的確な消防活動要領を

理解していること。

ハ 災害現場において、隊員の安全管理を優先して、適切かつ効果的な消防戦術を指

揮できること。

三 予防査察科 次に掲げるもの

イ 予防査察業務の現状及び課題を理解し、与えられた権限を正しく執行できること。

ロ 防火管理、建築規制、危険物規制及び消防用設備等に係る専門的知識を豊富に有

しており、査察要領を修得していること。

ハ 違反処理に係る専門的知識を修得し、違反対象物に対して是正を指導できること。

四 危険物科 次に掲げるもの

イ 危険物業務の現状及び課題を理解し、与えられた権限を正しく執行できること。

ロ 危険物化学、指定可燃物及び液化石油ガス等に関して、災害対策上必要な化学的

特性等に係る専門的知識を豊富に有していること。

ハ 危険物施設に対して許認可等の規制を的確に行い、法令違反を適切に処理できる

こと。

五 火災調査科 次に掲げるもの

イ 火災調査業務に係る制度を理解し、与えられた権限を正しく執行できること。

ロ 原因調査、損害調査及び鑑定等に係る専門的知識を豊富に有しており、的確な判

断能力を備えていること。

ハ 文書事務に係る知識を豊富に有しており、技能を十分に発揮できること。

六 救急科 次に掲げるもの

イ 救急業務及び救急医学に関する基本的な知識を有していること。

ロ 応急処置に必要な解剖生理及び各科の疾病状況に関する専門的知識を有しており、

応急処置時における的確な観察能力及び判断能力を備えていること。

ハ 応急処置に必要な専門的技能を十分に発揮できること。

ニ 救急用資器材の取扱いに精通していること。

七 救助科 次に掲げるもの

イ 厳しい条件の下において救助活動を遂行し得る旺盛な士気及び強健な身体を有し

ていること。

ロ 救助活動に係る最新の専門的知識を豊富に有しており、専門的で高度な技能及び

技術を備え、これらを活用した応用力を十分に発揮できること。

ハ 救助活動及び救助訓練において自らの安全を確保できること。

３ 第一項の場合において必要があるときは、二以上の科を合わせて行うことができるも

のとする。
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（消防職員に対する幹部教育）

第六条 消防職員に対する幹部教育は、初級幹部科、中級幹部科及び上級幹部科の種別ごと

に行うものとする。

２ 消防職員に対する幹部教育の対象職員は、次の各号に掲げる科の種別に応じ、当該

各号に定めるとおりとする。

一 初級幹部科 主として消防司令補の階級にある者（組織の管理を職務とするものを

除き消防士長の階級にある者であって部隊又は係の長であるものを含む。）

二 中級幹部科 主として消防司令の階級にある者（消防司令補の階級にある者であって

組織の管理を職務とするものを含む。）

三 上級幹部科 主として消防司令長以上の階級にある者

３ 消防職員に対する幹部教育の到達目標は、次の各号に掲げる科の種別に応じ、当該

各号に定めるとおりとする。

一 初級幹部科 次に掲げるもの

イ 初級幹部としての責任及び立場を正しく認識していること。

ロ 初級幹部として消防行政の動向を理解していること。

ハ 上司を補佐し、部下を指導できること。

ニ 事故及び障害の発生時に、迅速な初動対応ができること。

ホ 災害現場において、現場指揮者の命令を理解でき、自隊に対する安全管理及び的

確な命令を行えること。

二 中級幹部科 次に掲げるもの

イ 中級幹部としての職責を正しく認識していること。

ロ 中級幹部として消防行政及び社会全般の動向を理解していること。

ハ 迅速かつ的確な意思の決定に基づき、上司を補佐し、部下を指揮監督することに

より、組織を管理できること。

ニ 事故及び事件の発生時に、迅速かつ的確な初動対応ができること。

ホ 災害現場において、現場指揮者として、災害状況全般の把握、安全管理及び的確

な命令を行えること。

三 上級幹部科 上級幹部にふさわしい業務管理、人事管理及び危機管理に必要な知見

を備え、かつ、職責遂行に必要な水準の判断力を有し、組織全体を円滑に管理運営で

きること。

（消防職員に対する特別教育）

第七条 消防職員に対する特別教育は、目的に応じて適宜消防学校の長（以下「校長」と

いう。）が設けるものとする。

（消防団員に対する基礎教育）

第八条 消防団員に対する基礎教育の対象団員は、消防団員としての経験が概ね三年に満

たず、消防学校における教育訓練を受講したことのない者（団員の階級にある者に限る。）

とする。

２ 消防団員に対する基礎教育の到達目標は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 地域防災の担い手としての任務を自覚し、消防組織の概要及び消防対策に必要な地

域特性を理解していること。

二 災害現場において、自らの安全を確保しながら、命令に基づく任務を遂行できるこ

と。

（消防団員に対する専科教育）

第九条 消防団員に対する専科教育は、警防科及び機関科の種別ごとに行うものとする。

２ 消防団員に対する専科教育の対象団員は、次の各号に掲げる科の種別に応じ、当該

各号に定めるとおりとする。

一 警防科 消防団員として概ね３年以上の経験を有する者

二 機関科 消防団員として概ね１年以上の経験を有し、消防車両の運行に従事する予
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定の者

３ 消防団員に対する専科教育の到達目標は、次の各号に掲げる科の種別に応じ、当該

各号に定めるとおりとする。

一 警防科 次に掲げるもの

イ 火災防ぎょ活動に関する専門的知識及び行動原則並びに各種災害事象における消

防団の役割及び活動内容を理解していること。

ロ 災害現場において中核的な活動を遂行できること。

二 機関科 次に掲げるもの

イ 道路交通関係法令及びポンプ工学に関する専門的知識を有していること。

ロ 消防自動車を迅速かつ的確に運行できること。

（消防団員に対する幹部教育）

第十条 消防団員に対する幹部教育は、初級幹部科、指揮幹部科及び上級幹部科の種別

ごとに行うものとする。

２ 指揮幹部科の教育訓練は、現場指揮課程及び分団指揮課程の種別ごとに行うものと す

る。

３ 消防団員に対する幹部教育の対象団員は、次の各号に掲げる科の種別に応じ、当該

各号に定めるとおりとする。

一 初級幹部科 班長の階級にある者

二 指揮幹部科 班長の階級にある者であって部長と同等の実務経験を有するもの、

部長の階級にある者又は副分団長若しくは分団長の階級にある者

三 上級幹部科 副団長又は団長の階級にある者

４ 消防団員に対する幹部教育の到達目標は、次の各号に掲げる科の種別に応じ、当該

各号に定めるとおりとする。

一 初級幹部科 次に掲げるもの

イ 消防団初級幹部としての職責を自覚し、消防団の運営に必要な規律、災害活動

要領及び安全管理を理解していること。

ロ 地域住民に対して防災指導を行えること。

二 指揮幹部科 ア又はイに掲げる課程の種別に応じ、それぞれイ又はロに定めるもの

イ 現場指揮課程 次に掲げるもの

（１）災害時における現場指揮者としての職責を自覚し、現場指揮及び安全管理の

知識及び技術を有していること。

（２）大規模災害時において、現場指揮者として、火災防ぎょ、水災活動、救助救命、

避難誘導並びに情報収集及び伝達に係る的確な現場指揮及び安全管理の知識及び

技術を有すること並びに自主防災組織等に対して防災指導を行えること。

ロ 分団指揮課程 次に掲げるもの

（１）分団の指揮者としての職責を自覚し、消防団の管理運営及び活性化に資する広

い知識を有していること。

（２）各種災害発生時における分団の管理運営及び効果的な現場活動の在り方を深く理

解していること。

三 上級幹部科 次に掲げるもの

イ 消防団上級幹部としての職責を自覚し、消防団に関する全般的な知識を有してい

ること。

ロ 消防団活動に必要な知識、判断力、指導力及び統率力を有していること。

（消防団員に対する特別教育）

第十一条 消防団員に対する特別教育は、目的に応じて校長が適宜設ける。

（教育訓練の教科目及び時間数）

第十二条 各教育訓練の種類又は種別ごとの教科目及び時間数は、消防学校の教育訓練の

基準（平成十五年消防庁告示第三号。以下「基準」という。）に定める標準的な教科目及
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び時間数を勘案して、校長が定める。ただし、基準に定めのないものについては、別に校

長が定める。

（一単位時間及び一週間の時間数）

第十三条 教育訓練の一単位時間は五十分を標準とし、一週間の単位時間数は三十五時間

を標準とする。ただし、必要があるときは、校長が変更することができる。

（教育訓練実施計画）

第十四条 校長は、毎年度の末日までに、翌年度の教育訓練実施計画について知事の承認

を受けなければならない。

第三章 学校管理

（入校資格）

第十五条 消防学校に入校することができる者は、消防職員等のうちから当該消防職員等

の任命権者が推薦した者とする。

（入校手続)

第十六条 任命権者は、前条の規定による推薦をしようとするときは、別記様式第１号に

よる推薦書（消防団員については、別に定める推薦書）を指定の期日までに校長に提出

しなければならない。

（入校の決定）

第十七条 校長は、前条の規定により推薦書が提出された場合は、選考の上入校者を決定

し、原則として、その旨を同条の任命権者に通知しなければならない。

（教育訓練専念の義務）

第十八条 消防学校に入校した者（以下「学生」という。）は、在校中教育訓練に関する諸

規程に従い、教育訓練に専念しなければならない。

（宣誓）

第十九条 学生は、入校に際し、宣誓しなければならない。

２ 宣誓に関し必要な事項は、校長が定める。

（退校）

第二十条 校長は、学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対して退校を命

じ、又はその者の退校を承認することができる。

一 正当な事由がないのに出席が常でないとき。

二 消防学校の規律をみだしたとき。

三 消防職員等としての身分を失つたとき。

四 疾病のため教育訓練に耐えないとき。

五 その他特別の事情により退校することが適当と認められるとき。

２ 校長は、前項の規定により退校を命じたときは、その旨及び退校を命じた理由を当該

学生の任命権者に通知しなければならない。

（教育訓練効果の測定）

第二十一条 校長は、教育訓練が終了する際には、教育訓練の効果を適宜な方法により測定

しなければならない。ただし、校長が教育訓練の測定を行う必要がないと認めた場合は、

この限りでない。

（修了証書等の授与）

第二十二条 校長は、所定の課程を修了した学生に対し、別記様式第二号による修了証書

を授与するものとする。

２ 校長は、指揮幹部科の課程を修了した学生に対し、別図によるき章を授与するものとす

る。

（褒賞）

第二十三条 教育訓練の成績が優秀で、かつ、他の模範とすることができると校長が認める

学生には、次の各号に掲げる区分に従い、賞を授与するものとする。
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一 優等賞 教育訓練期間中の成績が特に優秀であつた学生に授与する。

二 努力賞 教育訓練期間中努力し、成績が優秀であつた学生に授与する。

三 体力賞 教育訓練期間中に実施した体力測定の成績が優秀であつた学生に授与する。

２ 教育訓練期間中学生を統率し、積極的に寮生活の運営に貢献した学生には、感謝状を

授与するものとする。

（教育訓練結果の通知）

第二十四条 校長は、各教科の教育訓練が終了したときは、その教育訓練の結果を任命権者

に通知しなければならない。

（寮生活）

第二十五条 学生は、教育訓練期間中は寮に宿泊しなければならない。ただし、校長の承認

を得た場合は、この限りでない。

（教育訓練記録簿の保存）

第二十六条 校長は、教育訓練が終了したときは、教育訓練の区分ごとに、その教育訓練状

況、教育訓練結果等を記載した記録簿を作成し、これを保存しなければならない。

（受託学生）

第二十七条 校長は、他の官公庁、会社、団体等から消防業務を担当する者の教育訓練を依

頼された場合は、その者を受託学生として入校させることができる。

第四章 雑則

（その他必要な事項）

第二十八条 この規則に定めるもののほか、教育訓練の実施について必要な事項は、校長が

定める。

附 則

１ この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

２ 広島県消防学校教養訓練規則（昭和三十五年広島県規則第八十七号）は、廃止する。

附 則（昭和六十年三月二十五日規則第九号）

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則（昭和六十二年三月十九日規則第十一号）

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則（平成二年四月一日規則第三十一号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成三年十二月二日規則第八十一号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成十七年四月一日規則第四十六号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成十七年八月一日規則第七十五号抄）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成二十七年三月三十日規則第十六号）

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則（令和三年七月三十日規則第七八号）

この規則は、令和三年八月一日から施行する。

附 則（令和四年三月二八日規則第十号）

この規則は、令和四年四月一日から施行する。
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（別記） 様式第一号（第十六条関係）

様式第二号（第二十二条関係)

別図（第二十二条関係）

第 号

修了証書

氏 名

あなたは広島県消防学校で

教育を修了したことを証します。

令和 年 月 日

広島県消防学校長 氏 名 印
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広島県消防学校教育訓練細則 

　第１章　　総則 
（趣旨） 

第１条 この細則は、広島県消防学校教育訓練規則（昭和５７年広島県規則第１８号。以下「規則」とい

う。）の規定に基づき、教育訓練の実施に必要な事項を定める。 
（教育基本方針） 

第２条　消防職員及び消防団員に対し、社会情勢の変化や技術の発展に的確に対応し、適切公正、安全か

つ能率的に業務を遂行できる高度の能力を養うことを教育基本方針とする。 
２  校訓を次のとおり定める。 
    一  真剣に 
    一  頑張れ 
    一  仲良く 
 
  第２章　　教育訓練 
（教育訓練計画） 

第３条　規則第４条から第１１条に規定する教育の翌年度の教育訓練計画を作成し、毎年２月末日までに

所属の消防(局)長に通知する。 
２  教育訓練計画は、別記様式第１号により作成し、教育訓練の種別、期間、予定人員及び対象者を記載

する。 
（教育訓練の名称） 

第４条  規則第３条に規定する教育訓練のうち、消防職員に対するものは、原則として、初任教育につい

ては消防職員第○○期初任教育と、専科教育については消防職員専科教育第○○期○○科と、幹部教育

については消防職員幹部教育第○○期○○科と、特別教育については平成○○年度消防職員特別教育○

○とそれぞれ称する。 
（休業日） 

第５条　学校の休業日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、校長が、必要があると認めるときは、臨

時に休業日を定め、又は休業日であっても臨時に教育訓練を行うことができる。 
　(1)  日曜日及び土曜日 

　(2)  国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律１７８号）に規定する休日（以下「祝日法による休日」

という。) 

　(3)　１２月２９日から翌年の１月３日までの日（祝日法による休日を除く。）  

（教育訓練の授業時限） 
第６条　教育訓練の授業時限は、午前は３時限、午後は４時限とする。ただし、校長が認めた場合はこの

限りでない。 
（各教育の教育内容） 

第７条　規則第４条から第６条及び第８条から第１０条（上級幹部科を除く。）に規定する教育の訓練内容

は、平成１５年１１月１９日付け消防消第２２０号通知「「消防学校の教育訓練の基準」の指標について」

を勘案して別に定める。 

 
 

様式は掲載省略
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　第３章　　学校管理 

（入校手続） 

第８条　規則第１６条に規定する消防団員の入校（規則第８条、第９条、第１０条及び第１１条）の推薦

については、別記様式第２号による。 

２  入校手続きに必要な書類等は、原則として入校日のおおむね１カ月前までに提出するものとする。 

（入校の決定） 

第９条　規則第１７条に規定する入校の決定は、規則第１６条別記様式第１号による推薦書により行う。 

　ただし、校長が特に必要と認める教育については、推薦書及び校長が別に定めるその他の書類により行

う。 

２  規則第１７条に規定する入校者（消防団員を除く。）の決定通知は、別記様式第３号により行う。 

（宣誓） 

第１０条　規則第１９条に規定する宣誓は、別記様式第４号により行う。 

（個人調査表） 

第１１条　初任学生は、入校後に、別記様式第５号による個人調査表を作成し、学校へ提出する。 

２  前項の個人調査表は、入校期間中保管し、記載内容は守秘事項とする。 

（出席簿）　 

第１２条　学生は原則として８時００分までに「出席簿」に署名する。 

（欠席） 

第１３条　規則第２０条第１項第１号の正当な理由とは、次の各号の一つに該当する場合をいう。 

(1)　傷病 

(2)　婚姻 

(3)　天災地変 

(4)　親族の冠婚葬祭 

(5)　その他社会通念上やむを得ないと認められる事項 

２  前項各号に該当し、欠席しようとする場合は、別記様式第６号による欠席簿に記入する。ただし、第

１号に該当し、連続して１週間以上欠席する場合は、医師の診断書を添付すること。 

３　学生が第１項各号に該当し、特別に外出（泊）する場合は、別記様式第７号による特別外出（泊）簿

に記入する。 

（欠席通知） 

第１４条　教育期間中の欠席状況を、教育終了後別記様式第８号により任命権者に通知する。ただし、消

防団員に対する教育を除く。 

（退校願） 

第１５条　規則第２０条第１項の規定により退校しようとする場合は、別記様式第９号による退校願を任

命権者を経由して提出する。 
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（退校の基準） 
第１６条　規則第２０条第１項に規定する退校の基準は、おおむね次によるものとする。 

２  規則第２０条第２項の通知は、別記様式第１０号による。 
３  規則第２０条第１項第１号及び２号の規定に該当する場合で、情状により退校を命じない場合は、次

の処置を行うことができる。 
(1)　謹慎 

(2)　訓戒 

４  規則第２０条第１項第１号、第２号、第４号及び第５号（細則第１４条第１項の表中規則第２０条第

１項第５号中アに限る。）の規定により退校等を命じようとするときは、職員会議に諮り校長が決定する。 
（効果測定） 

第１７条　規則第２１条の規定による教育訓練効果の測定は、規則第４条、第５条、第６条及び第７条で

定める教育において実施する。その方法は、教育期間中において、筆記若しくは実技又は筆記及び実技

によるものとする。 
（効果測定の評価） 

第１８条　前条による教育訓練効果の測定の結果、教科目等別に得点が平均点の７０パーセント未満、又

は満点の５０パーセント未満の学生は不合格とする。不合格者に対しては、１４日以内に再度、効果測

定を行う。 
（修了証書） 

第１９条　規則第２２条に規定する所定の課程を修了したとは、おおむね全教育時間数の７５％以上出席

し、前条の教育訓練効果測定に合格（再測定を含む。）した者とする。 
２  規則第２２条別記様式第２号の修了証書の交付番号は、消防職員、消防団員の教育区分ごとに一連番

号とする。 
（褒賞） 

第２０条　規則第２３条第１項に規定する各賞は、初任学生を対象とする。 
  (1)　優等賞   

効果測定の結果及び操行評価を勘案して上位の者    若干名 
  (2)  努力賞 

前号に次ぐと認められる者                　　  若干名 

  条                文 内                         容
 

規則第２０条第１項第１号
 欠席時間数が、全教育時間数の５％を超えるとき。(疾病による欠席を除

く。)
 

規則第２０条第１項第２号

ア  校内外における暴力行為があったとき。（学生相互間の場合は両罰）

イ  無断又は虚偽の届け出による外出泊 
ウ  賭け行為及び賭け類似行為又は許可を得ない校内飲酒 
エ  効果測定不正行為 
オ  命令違反又は反抗的行為 
カ　その他、学生としてふさわしくない行為があったとき。

 規則第２０条第１項第３号  任命権者からの通知を受理したとき。
 規則第２０条第１項第４号  疾病による欠席時間数が、全教育時間数の２５％を超えるとき。

規則第２０条第１項第５号

ア  細則第１８条に該当する教科目等が、全効果測定科目の５０％を超

え、かつ、今後の成績向上が望めないとき。 
イ  任命権者からの退校願を承認したとき。 
ウ　その他校長が認める場合
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  (3)  体力賞 

体力測定の結果及び操行評価を勘案して上位の者　　若干名 
２  規則第２３条第２項に規定する感謝状は、教育期間が５日以上の教育課程の総代及び副総代を対象と

する。 
３  各賞状は、別記様式第１１号から第１４号とする。 
（結果通知） 

第２１条　規則第２４条に規定する教育訓練結果は、別記様式第８号により任命権者に通知する。 
（修了者名簿） 

第２２条　規則第２６条に規定する記録簿のうち、修了者名簿は別記様式第１５号とする。 
 
　第４章　学校生活 
（役員） 

第２３条　各教育課程ごとに、学校と学生との意思疎通及び学生相互の融和親睦を増進し、教育訓練の円

滑な推進を図るため、次の役員を置く。 
  (1)  総  代            １名 
  (2)  副総代          若干名 
  (3)  室  長      各寮室１名 

 (日直) 
第２４条　学生の中から２名の日直勤務者を置く。 
２  日直勤務者は、定められた時間寮直室で勤務し、学校内の火災、盗難の予防及び警戒を行い、併せて

通信連絡に当たる。 
（クラブ活動） 

第２５条　初任学生を対象として、担当教官の助言と指導により、教養を高めるとともに校内生活を明る

くするため、学生を次のいずれかの部に所属させ、自主活動を行わせる。 
(1) 文化部 
(2) 体育部 
(3) 厚生部 
（非常呼集訓練） 

第２６条　初任学生を対象として各種災害に即応できる出動態勢を養成するため、適宣非常呼集訓練を実

施する。 
（寮生活） 

第２７条　規則第２５条に規定する寮生活に係る日課については、別に定める。 
２　寮生活において次に掲げる事項により外出する場合は、教官又は舎監の許可を得た上で、別記様式第

１６号による所用外出(泊)簿に外出時刻を記入するとともに、帰校した時は帰校時刻を記入しなければな

らない。 
 (1)　閉寮する場合 

 (2)　校長が別に定めた日時に外出する場合 

（服装） 
第２８条　学校等における学生の服装は、次の服装基準によるものとする。なお、学生は常に清潔にし、

端正な身だしなみに心掛けること。 
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（注）消防団員は、制服・制帽・短靴又は活動服・アポロキャップ・運動靴とする場合がある。 
 
（通常点検等) 

第２９条　消防訓練礼式の基準により、次のとおり通常点検等を実施する。 
(1)　通常点検 

月曜日(又は休校日の翌日で休校日でない日)又は週１回以上、教官の出席のもとに行う。ただし、

校長が認めた場合はこの限りでない。 
(2)　朝礼 

通常点検日を除いて毎日、教官の出席のもとに行う。ただし、校長が認めた場合はこの限りでない。 
(3)　点呼 

月曜日(又は休校日の翌日で休校日でない日)の日朝点呼及び金曜日(又は休校日の前日で休校日で

ない日) の日夕点呼を除いて毎日、日朝点呼及び日夕点呼を行う。ただし、校長が認めた場合はこの

限りでない。 
（自家用自動車等の使用承認） 

第３０条　学生が、登・下校時に自家用自動車等を使用する場合、その使用について、消防職員にあって

は、所属消防（局）長の事前の許可及び校長の承認を得ることとし、消防団員にあっては、推薦書にそ

の旨を記載しておかなければならない。 
（その他） 

第３１条　この細則に定めるもののほか、教育訓練の実施及び校内生活について必要な事項は、校長が別

に定める。 
 
（施行期日） 

１  この細則は、昭和５９年４月１日から施行する。 
２  附  則  この細則は、平成４年４月１日から施行する。 
３  附  則  この細則は、平成４年９月１日から施行する。 
４  附  則  この細則は、平成７年４月１日から施行する。 
５  附  則  この細則は、平成９年４月１日から施行する。 
６  附  則  この細則は、平成１３年４月１日から施行する。 
７  附  則  この細則は、平成１７年４月１日から施行する。 
８  附  則  この細則は、平成１８年４月１日から施行する。 
９  附  則  この細則は、平成１９年４月１日から施行する。 
10　附  則  この細則は、平成２１年４月１日から施行する。 

11　附  則  この細則は、令和３年８月１日から施行する。 

12　附　則　この細則は、令和７年４月１日から施行する。

   区        分 服                             装
 式 典 ・ 通 常 点 検 制服・制帽・黒短靴・白手袋

 朝                礼 制服・制帽・黒短靴

 屋    内    授    業 制服・黒短靴（指定する日）

 
屋    外    授    業 制服、活動服又はトレーニングウエア、制帽・アポロキャップ又はヘルメ

ット、黒短靴、編み上げ安全靴又は運動靴（その都度指示）

 校                内 
休 憩 ・ 自 由 時 間

制服、活動服又はトレーニングウエア、サンダル・運動靴又は黒短靴 
体力練成時は運動に適した服装

 外   出  ・  外   泊 私服、短靴又は運動靴
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学　校　案　内  

 

所 在 地   〒７３９－１７４３　広島市安佐北区倉掛二丁目３３番２号　〔高陽Ｃ団地内〕 

電 話　（０８２）８４３－１１１７（代表） 

Ｆ Ａ Ｘ　（０８２）８４３－１００１ 

 

交通機関 

（１）ＪＲを利用の場合 

ア　ＪＲ芸備線　中深川駅下車 … タクシー８分  （徒歩約 30 分） 

イ　ＪＲ芸備線　安芸矢口下車 … 徒歩 300ｍ東へ進み「矢口」バス停から広島交通「高陽 

　Ｃ団地行」バスに乗車。「防災センター入口」下車  徒歩約５分 

（２）バスを利用の場合 

ア  広島バスセンター「１１番ホーム」乗車 

広島交通「高陽Ｃ団地行」…「防災センター入口」下車   徒歩約５分 

イ  広島駅南口前「７番ホーム」乗車 

広島交通「高陽Ｃ団地行」…「防災センター入口」下車   徒歩約５分 

ウ  可部方面から 

広島交通「中深川経由広島バスセンター行」…「諸木峠」下車 徒歩約 15 分 

（３）自動車を利用の場合 

　　ア　広島市中区方面から 

　県道 37 号線（広島・三次線）を三次方面へ進み信号（高陽浄水場入口）を右折し高陽

Ｃ団地に入る。 

イ　岩国・大竹方面から（山陽自動車道利用） 

広島ＩＣから三次方面に出て国道 54 号を約３ｋｍ北進。信号（高瀬堰入口）を右折し 

高瀬堰（太田川）を渡って信号を左折。約 600ｍ進んで道なりに右折し直進約 1.4ｋｍで県

道 37 号線（広島・三次線）に突き当たる。信号（高陽団地入口）を左折し約 300ｍ進み信

号（高陽浄水場入口）を右折し高陽Ｃ団地に入る。 

  　ウ  福山方面から（山陽自動車道利用） 

広島東ＩＣを出て信号（広島東インター入口）を右折三次方面へ約４ｋｍ北進する。 

県道 37 号線（広島・三次線）に突き当たって信号（小河原口）を左折約 3.5ｋｍ進み信号

（Ｃ住区入口：右前方にガスタンクが見える）を左折し高陽Ｃ団地に入る。 
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